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 第１章  はじめに 

１  策定の趣旨 

宮城県は，「震災以前の安全・安心なみやぎの再生～年間放射線量※１ミリシーベルト以下

の県土づくり～」を目標に掲げ，平成 24 年１月に「東京電力福島第一原子力発電所事故被害

対策基本方針」を策定しました。 

基本方針では，次の３つの基本的視点に立って，７項目の個別取組の相互連携を図りなが

ら総合的な取組を行うこととしています。 

※目標の「年間放射線量」は「追加被ばく線量（外部被ばくをいい，自然及び医療由来の放射線を除く。以下同じ。）」を意味し

ます。なお，本文中，「ミリシーベルト」は「mSv」と表記しています。 

【３つの基本的視点】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この実施計画は，基本方針に掲げた目標の実現に向けて実施する具体的な事業や取組を取

りまとめ，県民の皆様に示すものです。 

東日本大震災の発生から１年が経過しましたが，原発事故被害対策は，平成 23 年 10 月に

策定した「宮城県震災復興計画」においても緊急重点事項の一つに位置付けられており，一

日も早い復興を実現するためには，これらの対策の推進も不可欠です。 

基本的視点１：不安解消のための徹底した対応 ～県民の目線に立った対応～ 

監視・測定機器の増強や検査対象品目の拡充により，きめ細かな測定を行うとともに，測定結果を迅

速に公表します。 

また，住民が持ち込んだ家庭菜園等の農産物を測定するための体制整備に努めます。 

 

基本的視点２：徹底した放射線低減化システムの構築～年間放射線量１mSv 以下の目標達成～ 

県内に広く拡散した放射性物質の除染を徹底し，適正に仮置き・保管を経て減容した上で，安全に

処理する放射線低減化システムを構築し，県民への周知を図ります。 
 

 
 

また，５年以内の目標達成を目指すこととし，汚染状況重点調査地域を中心に，市町村と一体とな

って除染を推進します。 

なお，汚染稲わら等の処理については，国の方針に基づき適正な処理に努めます。 

 

基本的視点３：県民の放射線･放射能に対する科学的知見の涵養～確かな情報･確かな知識～ 

県の誰もが初めて経験する未曽有の放射性物質汚染に対し，現状を冷静に判断し的確に行動するた

めの科学的知見を県民一人一人が涵養し，正確に理解できるよう，放射線・放射能に関する知識などの

情報について，セミナー開催や出前講座を拡充するなど，あらゆる機会を通じて，正確にわかりやすく

提供し，正しい知識の普及・啓発を図ります。 

  ※放射線低減化システム の流れ  
除染  ⇒    保管    ⇒   減容   ⇒  封じ込め

(放射性物質の除去 )   (生活環境から隔離）  （焼却等による容積の減少）  (遮へい・埋却)
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⑦  正 し い 知 識 の 普 及 ・ 啓 発  

⑥  損 害 へ の 対 応  

④  放 射 線 線 量 低 減 化 対 策  

③  汚 染 ・ 被 害 の 拡 大 防 止  

②  健 康 不 安 へ の 配 慮  

①  放 射 線 ・ 放 射 能 の 監 視 ・ 測 定  

 
震 災 以 前 の 安 全 ・ 安 心 な み や ぎ の 再 生  

～ 年 間 放 射 線量 １ ミ リ シ ー ベ ルト 以 下 の 県 土 づ くり ～  

個 別 取 組 方針

目  標  

⑤  汚 染 物 ・ 廃 棄 物 の 処 理  

実   施   計   画  

基 本 的 視 点  

○ 県 民 の 放 射 線 ・ 放 射 能 に 対 す る 科 学 的 知 見 の 涵養  ～『 確 か な 情 報 ・ 確 か な 知 識 』 ～  

○ 徹 底 し た 放 射 線 低 減 化 シ ス テ ム の 構 築  ～ 年 間放 射 線量 １ ｍ S v 以下 の 目 標 達 成 ～  

○ 不 安 解 消 の た め の 徹 底 し た 対 応  ～ 県 民 の 目 線に 立 った 対 応 ～  

個 別 取 組 方 針

県では，今後とも，平成 23 年 9 月に市町村や事業者・消費者等の団体，有識者等と共に設

立した県民会議と連携しながら，県民の皆様と力を合わせ，安全・安心なみやぎを再生する

ための取組を積極的に推進します。 

 

【基本方針・実施計画の概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標範囲・期間の考え方】 
○目標[年間放射線量１ミリシーベルト以下の県土づくり]と[５年以内の目標達成を目指す]の考え方 

１ 目標範囲…１ミリシーベルトを目指す範囲 
５年以内に目標を達成する範囲は，原則として，学校などの公共施設や道路，住宅，農地，生活圏隣接の森林

などの生活環境とし，それ以外の対象については，放射線量測定の結果等を踏まえ，これらの除染が終了した後

の対応を検討する。 
 

２ 目標期間…「５年以内」の始期 

放射性物質汚染対処特措法の規定に基づき閣議決定された「基本方針」において，一般公衆の追加

被ばく線量を減少させるため，平成 23 年８月末を始期とした期間を設定し達成目標を定めたことか

ら，当該特措法との整合を図り，本計画の始期も平成 23 年８月末とする。 
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２  計画の期間  

今回の原発事故は，被害の全容がまだ明らかになっておらず，汚染の状況も変化しており，

その収束を見通すことは困難です。 

そのため，計画期間を３年間とし，平成 23 年度から 25 年度までを第１期と定め，現時点

で実施を予定している事業や取組を整理しました。 

この期間は，「宮城県震災復興計画」の「復旧期」に当たり，被災者支援を中心に生活基盤

等を復旧していく期間となりますが，本計画における除染の取組についても，放射性物質汚

染対処特措法に基づく「汚染状況重点調査地域」の指定を受けた市町が，子どもの生活空間

の除染を重点的に進める期間でもあります。 

こうした意味で，第１期は非常に重要な期間になることから，県庁一丸となって計画の推

進に全力で取り組んでいきます。  

なお，今後も，被害状況の変化や国の対応方針の改定などが予想されますので，第１期計

画期間中においても，適時適切に計画の見直しを図っていきます。 

   

【計画見直し等のスケジュール】 

  第１期：平成２３～２５年度 

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度 

   

                       第２期：平成２６～２８年度 

実施年度 

H26 

年度 

H27 

年度 

H28 

年度 

   

 

 

 

 

目標達成状況中間検証 
・ 

第２期計画策定 
第１期計画策定 

目標達成状況検証 
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３  計画の構成 

この実施計画では，基本方針で掲げた次の７つの個別取組ごとに，３か年度で実施する予

定の事業をとりまとめています。 

 【７つの個別取組】 

第１「放射線・放射能の監視・測定」 

第２「健康不安への配慮」 

第３「汚染・被害の拡大防止」 

第４「放射線線量低減化対策」 

第５「汚染物・廃棄物の処理」 

第６「損害への対応」 

第７「正しい知識の普及・啓発」 

各個別取組ごとに，「個別取組方針」として取組の方向を示すとともに，該当する具体的な

事業と取組について，事業名又は取組名，事業又は取組の概要，事業又は取組の内容、事業

主体，担当課・室，実施年度を記載しています。 

【凡例】 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 県南部地域における定点測定 

《県南地域における放射線の定点測定》 

  東北電力の協力を得て震災直後から実施した県

南地域での放射線の定点測定を引き続き実施す

る。 

○測定対象 

  県南市町の公共施設等の空間放射線線量率（定点） 

○測定頻度 

  毎日測定１回（休日を除く。） 

○測定機器 

  可搬型放射線測定器（ＮａＩシンチレーション式サー

ベイメータ） 

○測定箇所 

県内 10 地点（仙台市，白石市，名取市，角田市，岩

沼市，七ヶ宿町，大河原町，丸森町，亘理町，山元町）

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

① 事業名又は取組名：事業又は取組の名称です。予算措置を伴わない取組も記載しています。 

② 事業又は取組の概要：事業又は取組の概要を簡潔に記載しています。 

③ 事業又は取組の内容：事業又は取組の具体的内容を記載しています。 

④ 事業主体： 事業主体を，「国」，「県」，「市町村」，「その他」の別に記載しています。 

⑤ 担当課・室：宮城県庁の担当部署を記載しています。 

⑥ 実施年度：事業又は取組の実施期間を記載しています。 

※ 複数掲載がある事業・取組は，２回目以降，事業名・取組名の隣に【再掲】と付しています。 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 
⑥ 
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 第２章  施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

主な事業・取組の太字は平成 24 年度新規事業（取組が拡充されるもの，新たな段階に進むものを含む。）である。 

第１ 放射線・放射能 

の監視・測定 

・農畜産物等放射性物質実態調査事業(生産物の出荷前検査)
・放射性物質検査対策事業(流通・販売段階での食品の抜き取
り検査) 

・放射能 県民安心事業（住民が持ち込む農産物等を検査す
る機器の全県的な配備） 

・安全・安心のための学校給食環境整備事業（学校給食１食
分の事後検査と食材の事前検査） 

２  放射性物質の 

モニタリング 

第２ 健康不安への

配慮 

・放射線健康対策事業（住民・市町村職員向けの講演会の開
催，検診の受診勧奨 等） 

第３ 汚染・被害の拡

大防止 

第４ 放射線線量低

減化対策 
１ 推進体制の整備 

２ 市町村が行う 
除染への支援 

３ 県有施設の除染 

・除染対策支援事業（除染アドバイザーの設置）    

第５ 汚染物・廃棄物

の処理 

・給与自粛牧草等処理円滑化事業（牧草，稲わら等の処理経
費助成や一時保管施設の設置）  

・災害等廃棄物処理事業（災害廃棄物の放射能測定，県内で
の円滑な処理に向けた協議会の運営） 

第６ 損害への対応 
・みやぎ県民会議運営事業（損害賠償請求ワーキンググルー
プによる業種単位の研修会・相談会の開催） 

第７ 正しい知識の

普及・啓発 

・「放射線・放射能セミナー・相談会」の開催，県政だより・パン
フレット等による広報         

個別取組方針 主な事業・取組 

・除染対策支援事業（除染支援チームの派遣，住民向けホット
スポットの除染活動パンフレットの配布）  

・県有施設等の除染事業（公共施設，学校，道路等の除染） 

・放射線・放射能測定計画の策定（国の規制値の見直し等を
踏まえた計画策定）  

１ 空間放射線線量

のモニタリング 
・県内全市区町村における常時測定（24 時間連続し自動でデ
ータ送信するモニタリングポストの配備） 

A 放射性物質汚染の
拡大防止 

B 経済的被害の拡大

防止 

１ 金融・経営支援 

・東日本大震災農林業災害対策資金利子補給事業 
 （出荷制限を受けた農林業者に対する利子補給）  

・肉用牛出荷円滑化推進事業（廃用牛の集中管理のために要
する飼料代等経費への助成） 

２ 技術支援 

・農産物の放射性物質吸収抑制対策（農地土壌からの農産物
の放射性物質吸収を抑制するための施肥に要する経費の助
成等) 

・草地土壌放射性物質低減対策事業（草地の反転耕等に要す
る経費の助成等）  

３ 情報発信等 ・県農林水産物等イメージアップ事業（商談会等やメディアを活
用したＰＲの取組に対する助成） 

・観光復興緊急対策事業（観光キャラバンの実施） 

１ 空間放射線線量

の低減化 

・除染対策支援事業（市町村と一体となった除染の推進） 
※第４ 放射線線量低減化対策を参照

２ 飲食物による放
射性物質汚染の
拡大防止 

・食品衛生法上の規制値等を超過した場合の出荷自粛要請等
の対策（規制値等超過の結果公表と関係事業者等に対する
速やかな出荷自粛の要請と徹底） 
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 第３章  実施計画 

第１  放射線・放射能の監視・測定                                  

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 放射線・放射能測定計画の策定 

  事故由来の放射線・放射能に係る測定を計画的

かつ体系的に実施するため，平成 23 年６月に策定

した「東京電力㈱福島第一原子力発電所事故に伴

う放射性物質の影響に係る当面の測定方針」につ

いて，食品の放射性物質に係る新基準値の平成 24

年４月導入を受け，平成 24 年３月に国の原子力災

害対策本部から示された検査計画等に係る考え方

を踏まえて改訂・拡充し，放射線・放射能の総合

的な測定計画を策定する。 

 計画では，機器整備を始めとした測定体制，測

定対象項目，測定頻度，測定場所，測定方法など

を定める。 

県 

原子力

安全対

策課課 

   

 

【「当面の測定方針」に係る測定の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 目に見えない放射線・放射能に対して，県民の不安を払拭し，必要な対策を講ず

るためには，それらの定期的なモニタリングが重要であることから，放射線・放

射能の監視・測定を計画的かつ体系的に実施します。 

 なお，国における規制値等の見直しに基づき，必要に応じて計画の見直しを行う

とともに，県内・他県の測定結果を踏まえ，測定対象等を拡充します。 

放射線量の測定 一般環境調査 

放射性物質濃度の検査 食べ物・飲み物 

食べ物を育む環境 

土壌・空気などの住環境 

産業活動 

人が利用する施設 

モニタリングポストによる連続測定など 

学校等の一斉測定など 

工業製品，港湾区域内の線量測定など 

水道水，農林水産物の検査など 

牧草，稲わら，農地土壌など 

土壌，降下物など 

学校等のプール水など 

下水道汚泥，工業用水道など 

校庭・園庭等における線量調査

産業活動 
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１  空間放射線線量のモニタリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 県南部地域における放射線の定点測定 

《県南部地域における定点測定》 

  東北電力の協力を得て震災直後から実施した県

南部地域での放射線の定点測定を引き続き実施す

る。 

○測定対象：県南市町の公共施設等の空間放射線線量率

（定点） 

○測定頻度： 毎日測定１回（休日を除く。） 

○測定機器：可搬型放射線測定器（ＮａＩシンチレーシ

ョンサーベイメータ） 

○測定箇所：県内１０地点（仙台市，白石市，名取市，

角田市，岩沼市，七ヶ宿町，大河原町，丸

森町，亘理町，山元町） 

県 

原子力

安全対

策課課 

   

2 全市区町村における定点測定 

《県内全市区町村における定点測定》 

  地域の実情に応じたきめ細かい測定を実施する

ため，県内全市区町村に簡易型放射線測定器を貸

与し，市町村において測定を実施する。 

○測定対象：各市町村の公共施設等の空間放射線線量率

（定点） 

○測定頻度： 毎日測定１回（休日を除く。） 

○測定機器： 簡易型放射線測定器 

○測定箇所：県内全市区町村 129 地点 

県 

市町村

原子力

安全対

策課１ 

   

  

個別取組⽅針 

 福島県に近接する県南部地域において，空間放射線線量率とその経時的変化を

把握するために，定点調査を引き続き行います。 

 県内全域の推移変化を，常時把握するとともに，地域の実情に応じたきめ細か

い測定を実施するために，新たに県内全市町村へモニタリングポスト（連続測

定器）を配備し正確なデータを迅速に提供します。 

 学校，幼稚園，保育所等の校庭，園庭等や敷地内の空間放射線線量を市町村の

協力などにより測定します。主な県立公園の屋外施設等における測定も必要に

応じて実施します。 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

3 放射線・放射能広報事業 

《県内全市区町村における常時測定》 

  地域の実情に応じたきめ細かい測定を実施する

ため，放射線を 24 時間連続測定し，自動的にデー

タを送信できる機器を県内全市区町村に配備し，

常時監視を行う。 

○測定対象：県内全市町村の公共施設等における空間放

射線線量率（定点） 

○測定頻度：常時測定（24 時間連続測定） 

○測定機器：モニタリングポスト（ＮａＩシンチレーシ

ョンサーベイメータ） 

○配置箇所：県内全市町村（40 か所） 

県 

原子力

安全対

策課課 

   

4 学校，幼稚園，保育所等の校庭，園庭等の放射線

量測定 

《校庭，園庭等における測定》 

市町村の協力を得て，幼児及び児童・生徒の安

全性を確認するため，学校や幼稚園，保育所等の

校庭，園庭等における空間放射線線量率の測定を

行う。 

○測定対象：校庭，園庭等の空間放射線線量率 

○測定頻度：一斉測定は年１回 

○測定機器：簡易型放射線測定器 

○測定箇所：市町村内の学校，幼稚園，保育所等 

○平成 23 年度の実績：1,622 施設 

県 

市町村

原子力

安全対

策課課 

 

スポー

ツ健康

課 課 

 

ほか

   

5 県立都市公園等空間放射線量測定事業 

《県立公園における測定》 

公園内の空間放射線線量率と経時的変化を把握

するため，県立５都市公園について定期的に測定

を行う。 

○測定対象：県立公園の屋外施設等の空間放射線線量率

○測定頻度：月１回程度 

○測定機器：ＮａＩシンチレーションサーベイメータ 

○測定箇所：加瀬沼公園（６地点） 外４か所 

県 
都市計

画課課 

   

6 スキー場の放射線線量率の測定 

《スキー場における測定》 

スキー場が所在する各市町の協力を得て，スキ

ー場の安全性を確認するため，スキー場における

空間放射線線量率の測定を行う。 

○測定対象：県内各スキー場における空間放射線線量率

○測定頻度：年１回 

○測定機器：ＮａＩシンチレーションサーベイメータ 

簡易型放射線測定器 

○測定箇所：泉ヶ岳スキー場 外８か所（１地点） 

県 

 

原子力

安全対

策課課 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

7 港湾内空間放射線量測定事業 

《港湾における測定》 

  県内の港湾（仙台塩釜港仙台港区・塩釜港区，

石巻港）の安全性について，国内外の港湾事業関

係者等に対し周知するため，空間放射線線量率の

測定を行う。 

○測定対象：港湾内の空間放射線線量率 

○測定頻度：週２回 

○測定機器：簡易型放射線測定器 

○測定箇所：仙台塩釜港仙台港区 

外２か所（各１地点）

県 港湾課 

   

8 企業局所管施設空間線量測定業務 

《浄水場における測定》 

浄水場内で稼働している脱水機施設（特定産業

廃棄物処理施設）が，現場作業員や周辺環境へ与

える影響を調査するため，浄水場における空間放

射線線量率の測定を行う。 

○測定対象：企業局浄水場内の空間放射線線量率 

○測定頻度：週１回 

○測定機器：ＮａＩシンチレーションサーベイメータ 

○測定箇所：大崎広域水道用水供給事業麓山浄水場 

              外２浄水場（各５地点）

県 

水道経

営管理

室１１ 
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２  放射性物質のモニタリング 

 

  （１）食べ物・飲み物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 農畜産物等放射性物質実態調査事業（うち農畜産

物等放射性物質実態調査） 

《農林水産物，輸出向け食品の検査》 

  県産農林水産物の安全性を確認するとともに，

県内企業の輸出品の放射線量を測定し輸出継続を

支援するため，平成 23 年度に整備した検査機器を

活用し，農畜産物等放射性物質検査を行う。 

○検査対象：県産農林水産物 

○検査頻度（平成 23 年度）: 週 25 点程度 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器（１台） 

○機器配置場所: 県産業技術総合センター 

○検査機関：県農林水産部 

 

※機器整備は平成 23 年度「県産農林水産物等輸出促進

事業」により実施 

県 
食産業

振興課 

   

  

個別取組⽅針 

 県内で生産される農林水産物や関連加工品，水道水の安全性を確認するための

検査体制を整備するとともに，放射性物質の検査については状況に応じて対象

品目を拡充しながらきめ細かに測定します。 

 国が実施する母乳等の放射性物質検査の結果等を情報提供します。 

 食用に供する主要な狩猟野生鳥獣等について，放射性物質の検査を実施します。

 県民自らが家庭菜園等で収穫された農産物等の安全性を確認できるような体制

整備に努めます。 

 なお，食品の放射性物質に係る新基準値の平成 24 年４月導入を受け，平成 24

年３月に国の原子力災害対策本部から示された検査計画等に係る考え方を踏ま

え，検査機器の精度の向上や，検査計画の見直しを行い，早急に検査体制を確
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

2 農畜産物等放射性物質実態調査事業（うち放射性

物質影響検証事業） 

《市町村が行う農畜産物・土壌等の検査への支援》

農畜産物及び農用地の土壌等に対する放射性物

質の影響調査を行うため，市町村が実施する放射

性物質測定検査に係る経費に対し，国の交付金を

活用し支援を行う。 

○実施主体：市町村 

○対象事業：影響調査の実施，検査機器の整備 

○交付率 ：１／２以内 

 

※平成 23 年度は「放射性物質影響検証事業」により実

施 

市町村
食産業

振興課 

   

3 農産物放射能対策事業 

《農産物（米，麦，大豆，野菜類等）の検査》 

  農産物等の安全確認を行うため，主要県産農産

物等を対象に放射性物質の濃度を把握し，今後の

営農対策等の検討に資するデータ等を整備する。

○検査対象： 農産物（米，麦，大豆，野菜類等） 

○検査頻度（平成 23 年度）： 野菜類は毎週，米，麦，

大豆等は収穫期に検査 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器，ＮａＩシンチ

レーションスペクトロメータ 

○機器配置場所： 県産業技術総合センター,県合同庁舎

○検査機関：県農林水産部（野菜類等） 

民間分析機関等（米，麦，大豆等） 

県 

農産園

芸環境

課１１ 

   

4 放射性物質影響調査事業 

《原乳の検査》 

  畜産物への放射能の影響を低減する飼養管理を

指導するため，原乳の放射性物質濃度の検査を行

う。 

○検査対象： 原乳 

○検査頻度（平成 23 年度）： 毎週 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器，ＮａＩシンチ

レーションスペクトロメータ 

○機器配置場所：県産業技術総合センター， 

県畜産試験場 

○検査機関：県農林水産部 

県 畜産課 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

5 肉用牛出荷円滑化推進事業 

《肉用牛の全頭検査》 

  安全・安心な県産牛肉の流通，消費を図るため，

県産牛全頭の放射性物質検査を行う。 

○検査対象：県内で生産された肉牛 

○検査頻度（平成 23 年度）：週５回（季節によっては，

週６回） 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器，ＮａＩシンチ

レーションスペクトロメータ 

○機器配置場所：民間検査機関，県食肉衛生検査所 

○検査機関：民間検査機関，県食肉衛生検査所 

県 畜産課 

   

6 水産物安全確保対策事業 

《水産物の検査》 

宮城県産水産物の安全流通に資するため，放射

能検査機器を導入し，水産物の放射性物質濃度の

モニタリング調査を実施する。 

○検査対象： 県内で水揚げされる水産物 

○検査頻度（平成 23 年度）： 精密検査：週 63 検体 

                           簡易検査：週 75 検体 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器,ＮａＩシンチ

レーションスペクトロメータ 

○機器配置場所：県産業技術総合センター，県内主要５

産地魚市場 

○検査機関：県農林水産部および魚市場開設者 

県 

その他

水産業 

振興課 

   

7 林産物放射性物質対策事業 

《きのこ・山菜類の検査》 

  きのこ・山菜類等特用林産物の安全･安心を確保

するため，出荷前の段階で放射性物質検査を行う。

○検査対象：特用林産物（きのこ・山菜類） 

○検査頻度（平成 23 年度）：週１回 

○検査機器：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ

○機器配置場所：各合同庁舎 

○検査機関：県農林水産部 

県 
林業振

興課１ 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

8 放射性物質検査対策事業 

《県産牛の出荷前検査，流通段階の一般食品等の

検査》 

  食品の安全・安心を確保するため，放射性物質

検査機器を整備し，県産牛の出荷前検査を継続的

に行う。さらに，平成 24 年度からは，流通段階に

おける食品の放射性物質検査を実施する。 

（平成 23 年度～） 

○検査対象： 牛肉 

○検査頻度（平成 23 年度）：随時 

○検査機器：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ

○機器配置場所：県食肉衛生検査所等 

○検査機関：県食肉衛生検査所等 

 

（平成 24 年度～） 

○検査対象：牛肉，牛乳，清涼飲料水（ミネラルウォー

ター），乳児用食品，一般食品等 

○検査頻度：週１回 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器（平成 23 年度

導入） 

○機器配置場所：県原子力センター 

○検査機関：県原子力センター 

県 

食と暮

らしの

安全推

進課１ 

   

9 市町村等水道事業体における水道水の放射性物質

検査 

《水道水の検査》 

水道事業体からの依頼に応じて，水道水の安

全・安心を確保するため，放射性物質検査を行う。

○検査対象：県内の各水道事業体 

○検査頻度：随時 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○検査機関：県原子力センター 

県 

食と暮

らしの

安全推

進課１ 

   

10 企業局における水道水の放射性物質検査 

《水道水の検査》 

安全・安心な水道水を受水市町村に供給するた

め，水道水の放射性物質検査を行う。 

○検査対象：大崎広域水道用水供給事業及び仙南・仙塩

広域水道用水供給事業の水道水 

○検査頻度：週１回 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○検査機関：県原子力センター 

県 

水道経

営管理

室１１ 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

11 母乳の検査結果等に関する情報提供 

  放射線が母乳に与える影響等について，国が実

施した調査の結果や国の見解等に関する情報提供

を行う。 

○国の調査結果等の情報提供 

母乳中の放射性物質濃度等に関する調査 

（平成 23 年６月）

・国の調査結果及び国の評価等 

・国の調査結果を踏まえた日本小児科学会，日本産

婦人科学会等の見解等（調査についてのＱ＆Ａ）

国（厚生労働省）が作成するパンフレットなど 

○提供手法 

 県ホームページ等による情報提供 

国 

県 

子育て

支援課 

   

12 狩猟野生鳥獣の放射性物質検査 

《食用に供する狩猟野生鳥獣の検査》 

  平成23年８月に県内のイノシシ肉から暫定規制

値を超過する放射性物質が検出されたため，県内

各地で食用に供されるイノシシ等野生鳥獣の肉の

放射能検査実施と検査結果周知・公表を継続して

行う。 

○検査対象：野生鳥獣（イノシシ等）の肉 

○検査頻度（平成 23 年度）：随時 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○検査機関：県原子力センター 

県 
自然保

護課１ 

 

 

 

  

13 放射能 県民安心事業 

《県民持ち込みの農産物等の検査》 

  県民が持ち込みした家庭菜園の農産物や流通食

品等の安全性を確認できるよう，全県的に簡易検

出器を配備するとともに，市町村職員による個別

の放射能測定を実施する。 

○検査対象：家庭菜園で収穫された農産物等 

○検査頻度：随時 

○検査機器：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ

（39 台） 

○機器配置場所：各市町村 

○検査機関：各市町村 

県 

市町村

原子力

安全対

策課１ 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

14 簡易測定器による農林水産物の放射能測定に係る

検証事業 

《水産物の検査機器の精度の向上》 

県が整備し，かつ，保有する水産物における放

射性物質の濃度を把握するために必要な簡易測定

器の改良を行い，その有効性を検証する。 

○検査対象：県内の主要な魚市場で水揚げされる水産物

○検査機器：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ

（５台）

○機器貸与場所：県内の主要な産地魚市場（５市場） 

○検査機関：魚市場開設者等 

県 
水産業

振興課 

   

15 簡易測定器による食品の放射能測定に係る検証事

業 

《食品の検査機器の精度の向上》 

県が整備し，かつ，保有する食品における放射

性物質の濃度を把握するために必要な簡易測定器

の改良を行い，その有効性を検証する。 

○検査対象：牛肉 

○検査機器：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ

（４台）

○機器配置場所：県食肉衛生検査所等 

○検査機関：県等 

県 

食と暮

らしの

安全推

進課１ 
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（２）子どもの給食 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 安全・安心のための学校給食環境整備事業 

《学校給食一食全体の事後検査及び事前のサンプ

ル検査》 

  児童生徒及び保護者等の学校給食に対する安心

を確保するため，学校給食一食全体について事後

検査（学校給食モニタリング事業）を検査機関に

委託して行う。また，平成 24 年度からは，給食食

材の事前のサンプル検査を実施する。 

○検査対象 

・学校給食モニタリング事業 

角田市，石巻市の各１つの給食施設で用いられる給食

用食材（平成 23 年度） 

・事前サンプル検査（平成 24 年度） 

県立，市町村立，私立小中学校，幼稚園，特別支援学

校，保育所の給食用食材 

○検査頻度 

・学校給食モニタリング事業 

１市町村（施設）５回ずつの合計 10 回の検査 

（平成 23 年度）

・事前サンプル検査（検査は各市町村等の希望による）

○検査機器 

・学校給食モニタリング検査 

 ゲルマニウム半導体検出器 

・事前サンプル検査： 

ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ 

○配置場所（見込み） 

・学校給食モニタリング事業 

検査受託機関 

・事前サンプル検査 

各教育（地域）事務所等 

県 

市町村

その他

スポー

ツ健康

課１１ 

   

  

個別取組⽅針 

 学校給食に使用される食材の放射性物質の検査については，国の制度を活用した

検査機器の配備やその運用方法，検査を実施する場合の様々な課題への対応など

に て 市町村と連携して進めて きます
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（３）食べ物を育む環境 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 農産物放射能対策事業【再掲】 

《農産物以外（水田土壌等）の検査》 

  農産物等の安全確認を行うため，主要県産農産

物等を対象に放射性物質の濃度を把握し，今後の

営農対策等の検討に資するデータ等を整備する。

○検査対象：水田土壌，畑地土壌等 

○検査頻度：年１回程度 

○検査機器：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ

○機器配置場所：県農業・園芸総合研究所，県古川農業

試験場 

○検査機関：県農業･園芸総合研究所,県古川農業試験場

県 

農産園

芸環境

課１１ 

   

2 放射性物質影響調査事業【再掲】 

《粗飼料，草地土壌等の検査》 

  畜産物への放射能の影響を低減する飼養管理を

指導するため，粗飼料や草地土壌等の放射性物質

濃度の検査を行う。 

○検査対象：粗飼料，草地土壌等 

○検査頻度：随時 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器，ＮａＩシンチ

レーションスペクトロメータ 

○機器配置場所：県産業技術総合センター， 

県畜産試験場 

○検査機関：県農林水産部 

県 畜産課 

   

3 林産物放射性物質対策事業【再掲】 

《きのこ原木やほだ木の検査》 

  特用林産物の安全･安心を確保するため，きのこ

原木やほだ木などの検査を広域的に行う。 

○検査対象：きのこ原木，ほだ木 

○検査頻度：随時 

○検査機器：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ

○機器配置場所：県林業技術総合センター 

○検査機関：県農林水産部 

県 
林業振

興課１ 

   

 

  

個別取組⽅針 

 食品衛生法上の暫定規制値を超えない安全・安心な農林水産物の生産を確保する

ために，その生産基盤である水田や畑地土壌のほか，家畜飼料や敷料，肥料，き

こ原木等 放射性物質 検査を広域的か 継続的に実施します
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（４）産業活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 工業製品放射線関連風評被害対策事業費 

《工業製品の表面放射線線量率の測定》 

震災に係る東京電力(株)福島第一原子力発電所

事故の影響に対する不安を原因として，県内企業

が自社製品に対する残留放射能測定を求められる

事例が発生しているため，県内で生産される工業

製品について残留放射能を測定し，結果を報告書

として提供する技術支援を行う。 

○測定対象：宮城県内の企業が生産する工業製品 

○測定頻度：毎日（企業の測定依頼の都度，実施） 

○測定機器：ＮａＩシンチレーションサーベイメータ，

ＧＭサーベイメータ 

○機器配置場所：県産業技術総合センター 

○測定機関：県産業技術総合センター 

県 
新産業

振興課 

   

2 食品加工品等放射能関連風評被害対策事業 

《県内で生産される食品加工品等の残留放射能濃

度の測定》 

  震災に係る東京電力(株)福島第一原子力発電所

事故の影響に対する不安を原因として，県内企業

が自社製品に対する残留放射能測定を求められる

事例が発生しているため，県内で生産される加工

品，食品加工品等について残留放射能濃度を測定

し，結果を報告書として提供する技術支援を行う。

○測定対象：宮城県内の企業が生産する食品加工品等 

○測定頻度：随時，予約を受付し，測定機器の利用時間

を調整しながら実施 

○測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県産業技術総合センター 

○測定機関：県産業技術総合センター 

県 
新産業

振興課 

   

  

個別取組⽅針 

 自社の製品に関する残留放射能を測定することを取引先から求められている事

例が増えているため，県内の工業製品や，農林水産原料及び加工品の残留放射能

を測定する技術支援を実施します。 

 海域への放射性物質の流出を受け，外国から県内の港湾への船舶の寄港について

の懸念が寄せられていることから，県内の港湾における海水中の放射性物質濃度

を測定します。 

 工業用水の安全性を確保するとともに，浄水発生土や下水道汚泥を適切に取り扱
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

3 港湾内海水放射能測定事業 

《港における海水中の放射能濃度の測定》 

  県内の港湾（仙台塩釜港仙台港区・塩釜港区，

石巻港）の安全性について，国内外の港湾事業関

係者等に対し周知するため，海水中の放射能の測

定を行う。 

○測定対象：岸壁前面の海水 

○測定頻度：２週間に１回 

○測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○測定箇所：仙台塩釜港仙台港区 外２か所（１地点）

県 港湾課 

   

4 港湾内放射能測定事業 

《コンテナ表面の放射線線量率の測定》 

  仙台塩釜港の安全性について，国内外の港湾事

業関係者等に対し周知するため，同港仙台港区高

砂コンテナターミナルに搬入されるコンテナ表面

の放射線線量率の測定を行う。 

○測定対象：高砂コンテナターミナルに搬入されるコン

テナ表面の放射線線量率 

○測定頻度：毎日（土・日・祝日等ターミナル閉鎖日を

除く）（１日 60 本程度） 

○測定機器： 簡易型放射線測定器 

○測定箇所：仙台塩釜港仙台港区（１地点） 

県 港湾課 

   

5 工業用水の放射性物質検査 

《工業用水の放射能濃度の測定》 

  食品関連会社等のユーザーもおり，工業用水の

安全を確認するため，放射能濃度の測定を行う。

○測定対象：仙塩・仙台圏・仙台北部工業用水道の工業

用水 

○測定頻度： 週１回 

○測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○測定機関：県原子力センター 

県 

水道経

営管理

室１１ 

   

6 市町村等水道事業体における浄水発生土の放射性

物質検査 

《浄水発生土の放射能濃度の測定》 

水道事業体からの依頼に応じて，浄水発生土の

適切な保管・処分を行うため,放射性物質検査を行

う。 

○検査対象：県内の各水道事業体 

○検査頻度：随時 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○検査機関：県原子力センター 

県 

食と暮

らしの

安全推

進課１ 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

7 浄水発生土の放射性物質検査 

《浄水発生土の放射能濃度の測定》 

今後，放射性物質汚染対処特措法による指定廃

棄物の指定や廃棄物処理施設に搬出処分を行うた

め，放射能濃度の測定を行う。 

○測定対象：県企業局浄水場で発生する浄水発生土 

○測定頻度：月２回（第２・４火曜日） 

○測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○測定機関：県原子力センター 

○測定箇所：大崎広域水道用水供給事業麓山浄水場 

外４浄水場 

県 

水道経

営管理

室１１ 

   

8 流域下水道汚泥放射能測定事業 

《下水汚泥の放射能濃度の測定》 

  放射能濃度に応じた適切な処分を行うため，脱

水汚泥の放射能濃度を定期的に測定する。   

○測定対象：流域下水道処理場から排出される下水汚泥

○測定頻度：月１回 

○測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○測定機関： 県原子力センター 

○測定箇所：仙塩浄化センター 外６処理場 

県 
下水道

課１１ 
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（５）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 学校や保育所等が保有するプールの水等の放射性

物質検査 

《プールの水の放射能濃度の測定》 

  児童生徒及び保護者等の学校のプールの使用に

対する安心を確保するため，学校のプール水のサ

ンプル調査を実施する。 

○測定対象：各学校等のプール水（サンプル調査） 

○測定頻度：１シーズン１回から２回程度 

○測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○測定実施機関：大学等研究機関 

（平成 24 年度は見込み） 

○平成 23 年度の実績：調査対象 49 校，測定回数３回 

県 

市町村

スポー

ツ健康

課１１ 

   

2 公共用水域等（河川・湖沼・海域等）及び地下水

の放射性物質モニタリング 

《河川，湖沼，海域等及び地下水の放射能濃度の

測定》 

水環境の汚染範囲の特定等のため，環境省が行

う水質，底質，環境試料（土壌等）の放射性物質

濃度の測定について，適切な地点を選定する。 

○測定対象：県内の公共用水域等及び地下水 

○測定頻度：年３回程度（状況にあわせて調整） 

○測定機関：環境省の委託業者  

○平成 23 年度の実績 

・測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 

・測定箇所：公共用水域等(名取川水系等河川，湖沼，

仙台港地先海域等)138 地点 

地下水(仙台市等)39 地点 

国 

県 

環境対

策課１ 

   

  

個別取組⽅針 

 県民, 特に子どもの健康を考慮し，学校や保育所等が保有するプールの水等，県

民が利用する施設の放射性物質の検査を必要に応じて行います。 

 環境中に放出された放射性物質の状況を把握するために環境省が実施する地下

水及び公共用水域等（河川・湖沼・海域等）のモニタリングにおいて，適切な地

点の選定について，市町村等と連携して働きかけていきます。 

 自然由来と原発由来の放射性物質を判別するため，地表面に降下した放射性核種

に いての測定を行います
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

3 降下物の検査 

《降下物の放射能濃度の測定》 

自然由来と原発由来の放射性物質を判別するた

め，地表面に降下した放射性核種についての測定

を行う。 

○測定対象：ちり，雨水 

○測定頻度：年１回（平成 23 年度） 

週１回（平成 24 年度～） 

○測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○測定機関：県原子力センター 

○測定箇所：原子力センター敷地内（１地点） 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

4 スキー場の雪の放射能濃度測定 

《スキー場における雪の放射能濃度の測定》 

スキー場が所在する各市町の協力を得て，スキ

ー場の安全性を確認するため，スキー場における

雪の放射能濃度を測定する。 

○測定対象：県内各スキー場における雪 

○測定頻度：年１回 

○測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○測定機関：県原子力センター 

○測定箇所：泉ヶ岳スキー場 外８か所（各１地点） 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

  



23 
 

第２  健康不安への配慮                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担  当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 健康影響検討調査事業 

《有識者会議の開催，健康影響確認検査（平成 23

年度のみ），住民・市町職員向け講演会の実施》 

  放射線が体に与える影響等，放射能に関する正

しい知識の普及を図るため，講演会等を開催する。

○有識者会議の開催 

・平成 23 年度開催実績等 

  平成 23 年度：①平成 23 年 10 月 25 日 

②平成 24 年１月 24 日 

  平成 24 年度：新たな課題が生じた際，必要に応じて

開催 

○健康影響確認検査（平成 23 年度） 

・平成 23 年度検査実績及び受検者数 

  甲状腺検査：①平成 23 年 12 月 4 日 

②平成 24 年１月 15 日(子ども 64 名) 

  ホールボディーカウンター測定： 

平成 24 年１月 14 日～15 日 

（子ども 43 名，保護者 27 名） 

○健康不安払拭のための対応策の実施 

①住民・市町職員向け講演会の開催 

・平成 23 年度開催実績及び H24 の予定 

     平成 23 年度：①平成 23 年 10 月 4 日(丸森) 

②平成 23 年 10 月 19 日(白石) 

③平成 24 年１月 26 日(角田) 

④平成 24 年２月 21 日(山元) 

    平成 24 年度：県内数地区での開催を予定 

②一般検診やがん検診の受診勧奨 

③生活習慣の改善による発がんリスクの低減 

④がん登録の整備推進 

県 

保健福

祉総務

課１１ 

 

疾病・ 

感染症

対策室

   

  

個別取組⽅針 

 放射線被ばくや甲状腺腫瘍学などの専門家で構成する「宮城県健康影響に関する

有識者会議」の提言（「放射線に対する正しい知識の普及啓発」，「一般検診やが

ん検診の受診勧奨」，「喫煙，食事運動等の生活習慣等の改善による発がんリスク

の低減」，「がん登録の整備推進」）を踏まえ，これらの取組について，更なる充

実を図り，県民の方々の健康に対する不安払拭に努めます。 

 原発事故に伴う健康不安払拭への取組について，引き続き，国の責任と判断にお
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第３  汚染・被害の拡大防止  

Ａ  放射性物質汚染の拡大防止 

 

１  空間放射線線量の低減化 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 除染対策支援事業 

《除染支援チームの派遣 など》 

  県民の被ばくリスクを低減させ，又は県民の不

安を解消するため，市町村が行う除染対策事業に

対する支援，及び県有施設の除染対策を進める。

○除染支援チームの派遣 

○除染講習会開催 

○除染活動パンフレットの作成 

○除染アドバイザーの設置 

 

※詳細は「第４ 放射線線量低減化対策」参照。 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

2 放射線・放射能広報事業【再掲】 

《環境審議会放射能対策専門委員会議の設置》 

  県民の不安解消のため，放射線等に関する正し

い知識の普及・啓発に努める。 

○環境審議会放射能対策専門委員会議の設置 

 

※詳細は「第４ 放射線線量低減化対策」参照。 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

 

  

個別取組⽅針 

 空間放射線線量率の測定はもとより，県民の日常生活における被ばく線量を可能

な限り低減させるため，除染を実施する市町村に対し除染支援チームを派遣する

ほか，マニュアルを策定し提供を行うなど，市町村と一体となった除染を推進し
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２  飲食物による放射性物質汚染の拡大防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食品中の放射性物質に係る基準値の設定】   ※一部品目については経過措置を適用 
暫定規制値  新しい基準値（平成 24 年 4 月 1日から） 

食品群 
基準値 
Bq/kg 

 食品群 
基準値
Bq/kg 

飲料水 200  飲料水 直接飲用する水,調理に使用する水,飲用茶 10 

牛乳・乳製品 200  
牛乳 牛乳,低脂肪乳,加工乳,乳飲料など 50 

野菜類 

500 

 乳児用食品
乳児用調製粉乳,乳児用食品,ベビーフード,

乳幼児向け飲料など 
50 

穀 類  
一般食品 上記以外の食品 100 

肉･卵･魚･その他  

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 食品衛生法上の規制値等を超過した場合の出荷自

粛要請等の対策 

○出荷自粛等の要請 

 検査の結果，暫定規制値等を超過した場合には，速や

かにその結果を公表するとともに，食品の安全性を確保

するため，関係事業者等に対し出荷自粛を要請する。 

 また，国から，知事に対し，出荷制限の指示があった

場合は，その指示を受け，市町村，関係事業者に対し出

荷を差し控えるよう要請する。 

○出荷自粛等の実施の確認 

 出荷自粛等を要請したときは，確実にその実施がされ

ているかを関係事業者に確認し，常にその状況を把握し

ておく。 

国 

県 

環境生

活部１ 

 

農林水

産部１ 

 

関係課 

   

  

個別取組⽅針 

 農林水産物や水道水を通じた放射性物質による人体への汚染拡大を防止するた

め，放射性物質濃度の検査をきめ細かく継続的に実施します。 

 土壌や肥料，土壌改良資材，飼料，敷料やきのこ原木等における放射性物質の検

査を実施し，規制値等を超過した場合は，使用自粛等要請等の対策を講じます。

 食品衛生法上の暫定指標値や暫定規制値を超える水道水や農林水産物が確認さ

れた場合には，国の指示に基づく摂取制限や出荷制限を迅速かつ徹底して実施す

るほか，生産者団体と協議の上，出荷自粛要請等の対策を講じます。 

 国において規制値等の見直しが行われた場合には，速やかに関係機関への周知徹
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

2 農畜産物等放射性物質実態調査事業（うち農畜産

物等放射性物質実態調査）【再掲】 

《農林水産物，輸出向け食品の検査》 

  県産農林水産物の安全性を確認するとともに，

県内企業の輸出品の放射線量を測定し輸出継続を

支援するため，平成 23 年度に整備した検査機器を

活用し，農畜産物等放射性物質検査を行う。 

○検査対象：県産農林水産物 

○検査頻度（平成 23 年度）：週 25 点程度 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県産業技術総合センター 

○検査機関：県農林水産部 

 

※機器整備は平成 23 年度「県産農林水産物等輸出促進

事業」により実施 

県 
食産業

振興課 

   

3 農産物放射能対策事業【再掲】 

《農産物（米，麦，大豆，野菜類など），水田土壌

等の検査》 

  農産物等の安全確認を行うため，主要県産農産

物等を対象に放射性物質の検査を行うとともに，

その生産基盤である水田や畑地土壌の検査を行

い，今後の営農対策等の検討に資するデータ等を

整備する。 

○農産物（米，麦，大豆，野菜類等） 

・検査頻度（平成 23 年度）：野菜類は毎週，米，麦，大

豆等は収穫期に検査 

・検査機器：ゲルマニウム半導体検出器，ＮａＩシンチ

レーションスペクトロメータ 

・機器配置場所：県産業技術総合センター，県合同庁舎

・検査機関：県農林水産部(野菜類等)，民間分析機関等

（米，麦，大豆等） 

○水田土壌，畑地土壌等 

・検査頻度：年１回程度 

・検査機器：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ

・機器配置場所：県農業・園芸総合研究所，県古川農業

試験場 

・検査機関：県農業･園芸総合研究所,県古川農業試験場

県 

農産園

芸環境

課１１ 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

4 放射性物質影響調査事業【再掲】 

《原乳，粗飼料，草地土壌等の検査》 

  畜産物への放射能の影響を低減する飼養管理を

指導するため，原乳，粗飼料や草地土壌等の放射

性物質濃度の検査を行う。 

○検査対象：原乳，粗飼料，草地土壌等 

○検査頻度（平成 23 年度）：原乳は毎週 

粗飼料，草地土壌は随時 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器，ＮａＩシンチ

レーションスペクトロメータ 

○機器配置場所：県産業技術総合センター，畜産試験場

○検査機関：県農林水産部 

県 畜産課 

   

5 肉用牛出荷円滑化推進事業【再掲】 

《肉用牛の全頭検査》 

  安全・安心な県産牛肉の流通，消費を図るため，

県産牛全頭の放射性物質検査を行う。 

○検査対象：県内で生産された肉牛 

○検査頻度（平成 23 年度）：週５回（季節によっては，

週６回） 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器，ＮａＩシンチ

レーションスペクトロメータ 

○機器配置場所：民間検査機関，県食肉衛生検査所 

○検査機関： 民間検査機関，県食肉衛生検査所 

 

県 

 

畜産課 

 
  

6 水産物安全確保対策事業【再掲】 

《水産物の検査》 

宮城県産水産物の安全流通に資するため，放射

能検査機器を導入し，水産物の放射性物質濃度の

モニタリング調査を実施する。 

○検査対象：県内で水揚げされる水産物 

○検査頻度（平成 23 年度）： 精密検査：週 63 検体 

               簡易検査：週 75 検体 

○検査機器：精密検査機器（ゲルマニウム半導体検出器

ほか），ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ

（５台） 

○機器配置場所：県産業技術総合センター，県内主要５

産地魚市場 

○検査機関：県農林水産部及び魚市場開設者 

県 

 

水産業

振興課 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

7 林産物放射性物質対策事業【再掲】 

《特用林産物（きのこ類等），きのこ原木等の検査》

きのこ類をはじめとする特用林産物の安全･安

心を確保するため，生産物の出荷前段階での放射

性物質検査を行う。また，きのこ原木やほだ木な

どの検査を広域的に行う 

○特用林産物（きのこ類等） 

・検査頻度（平成 23 年度）：週１回 

・検査機器：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ

・機器配置場所：各合同庁舎 

・検査機関：県農林水産部 

○きのこ原木，ほだ木 

・検査頻度：随時 

・検査機器：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ

・機器配置場所：県林業技術総合センター 

・検査機関：県農林水産部 

県 
林業振

興課１ 

   

8 市町村等水道事業体における水道水の放射性物質

検査【再掲】 

《水道水の検査》 

水道事業体からの依頼に応じて，水道水の安

全・安心を確保するため，放射性物質検査を行う。

○検査対象：県内の各水道事業体 

○検査頻度：随時 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○検査機関：県原子力センター 

県 

食と暮

らしの

安全推

進課１ 

   

9 企業局における水道水の放射性物質検査【再掲】

《水道水の検査》 

安全・安心な水道水を受水市町村に供給するた

め，水道水の放射性物質検査を行う。 

○検査対象：大崎広域水道用水供給事業及び仙南・仙塩

広域水道用水供給事業の水道水 

○検査頻度：週１回 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○検査機関：県原子力センター 

 

県 

 

水道経

営管理

室１１ 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

10 放射性物質検査対策事業【再掲】 

《県産牛の出荷前検査，流通段階の一般食品等の

検査》 

  食品の安全・安心を確保するため，放射性物質

検査機器を整備し，県産牛の出荷前検査を継続的

に行う。さらに，平成 24 年度からは，流通段階に

おける食品の放射性物質検査を実施する。基準に

違反した食品が確認された場合は，速やかに回収

等の措置を講ずるとともに報道機関へ情報提供を

行うなど，迅速かつ県民に分かりやすい公表に務

める。 

（平成 23 年度～） 

○検査対象：牛肉 

○検査頻度（平成 23 年度）：随時 

○検査機器：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ

○機器配置場所：県食肉衛生検査所等 

○検査機関：県食肉衛生検査所等 

 

（平成 24 年度～） 

○検査対象：牛肉，牛乳，清涼飲料水（ミネラルウォー

ター），乳児用食品，一般食品等 

○検査頻度：週１回 

○検査機器（平成 23 年度導入）：ゲルマニウム半導体検

出器 

○機器配置場所：県原子力センター 

○検査機関：県原子力センター 

県 

食と暮

らしの

安全推

進課１ 
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Ｂ  経済的被害の拡大防止 

 

１  金融・経営支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 中小企業経営安定資金等貸付金 

《中小企業への金融支援》 

  県中小企業融資制度に新たな資金を創設し，事

業活動に支障を来している中小企業者に対して金

融支援を行う。 

○災害復旧対策資金 

・融資限度額：１千万円 

・融資利率：年 1.0％以内 

・資金使途：運転資金 

・償還期間：10 年以内 

・取扱期間：平成 23 年４月１日～９月９日 

○みやぎ中小企業復興特別資金 

・融資限度額：８千万円 

・融資利率：年 1.5％ 

・資金使途：設備資金，運転資金 

・償還期間：15 年以内（据置３年以内） 

・取扱期間：平成 23 年６月 27 日～平成 25 年３月 31 日

県 

商工経

営支援

課１１ 

   

2 被災中小企業者対策資金利子補給事業 

《中小企業への利子補給》 

  被災中小企業者の金利負担を軽減するため，県

中小企業経営安定資金・災害対策資金及びみやぎ

中小企業復興特別資金を借り入れた中小企業者の

うち罹災証明書等の交付を受けた者に対し利子補

給を行う。 

○対象融資限度額：１企業 3,000 万円以内 

○利子補給率：災害復旧対策資金 1.0% 

みやぎ中小企業復興特別資金 1.5%

○補給期間：借入日から３年間 

○補給回数：年２回 

県 

商工経

営支援

課１１ 

   

  

個別取組⽅針 

 風評被害により業績が悪化した中小企業者等に対する相談体制の充実を図ると

ともに，事業継続に向けた総合的な金融支援を講じます。 

 出荷制限やこれに伴う風評被害を受けた農林水産業については，減収や費用負担

に伴う資金不足への支援として，出荷制限に係るつなぎ融資等の緊急支援対策，

低利の制度資金による資金融通の円滑化等により経営継続を支援します。 

 輸出関連では，海外でのＰＲ活動のための経費の助成を行うほか，取引継続のた
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

3 被災中小企業海外ビジネス支援事業 

《海外ビジネス継続のための経費助成》 

震災等により海外との取引継続が困難な県内企

業等に対し，海外ビジネスの維持継続を支援する

ための各種補助を行う。 

○補助対象事業者： 

(1)中小企業又はそれを取りまとめる団体であること

(団体は以下２「補助対象経費(2)」のみ対象) 

(2)県内に本社又は工場を有すること 

(3)震災前から海外ビジネスに取り組んでいた実績があ

ること(以下２「補助対象経費(1)」のみ) 

○補助対象経費： 

(1)被災等による海外ビジネスへの影響軽減のために実

施する以下の業務に関する経費（渡航費及び通訳雇

用費に限る。） 

①海外で行われる，震災前から関係のある海外企業等

との商談・会議等 

②海外で行われる商談会・展示会等（県が主催・共催

となっていない場合に限る。）への出展 

(2)商品輸出に係る以下の放射能対策に関する経費 

①民間機関等での放射線量検査受検料（食品に限る。）

②放射線量測定機器購入及びレンタル経費（鉱工業品

に限る。） 

○補助額：対象となる経費の２分の１以内とし，かつ

20 万円を超えない額とする。 

県 

海外ビ

ジネス

支援室 

   

4 東日本大震災農林業災害対策資金利子補給事業 

《農林業者に対する利子補給》 

 災害復旧の促進及び経営の維持・回復を図るた

め，震災及び原発事故に伴う出荷停止等による損

害を受けた農林業者が，農協等金融機関から融資

を受けた場合に，県が市町村とともに利子補給す

る。 

○貸付対象者： 

(1)東日本大震災による被災農林業者 

（農林産物，農林生産施設・機械等の被害額が一定以

上で，農林業経営の維持が困難となる個人及び法人）

(2)出荷制限等を受けたことに伴い減収や費用負担を

生じた農林業者 

○資金使途：経営資金，つなぎ資金 

○貸付限度額： 

(1)個人 150 万円・特認 300 万円 団体等 500 万円 

(2)1，000 万円 

○償還期間：(1)５年・特認７年  (2)７年 

○償還利率：無利子～1.25％以内 

○融資機関：農業協同組合，銀行等金融機関 

○補助対象者：融資機関に対し利子補給する市町村 

県 

市町村

農林水

産経営

支援課 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

5 県産農林水産物等イメージアップ推進事業 

《県産農林水産物等のＰＲ》 

震災で県産農林水産物等が大規模な被害を受け

たことから，復興状況に合わせた県産品のイメー

ジアップを図るため，被災前の状況に回復するま

での間，メディアの活用，海外バイヤー対応など

の事業を実施する。 

○補助事業対象団体：各ＪＡ（ＪＡ宮城），各漁協（３

漁協），各加工組合・食品製造事業者団体（38 団体），

(社)県物産振興協会，各種銘柄推進協議会等 

○補助対象経費： 

(1)商談会等のイベントを活用した県産農林水産物等

ＰＲ 

(2)メディアを活用したスポット的テレビＣＭや単発

的な記事広告等によるＰＲ 

(3)海外バイヤーとの取引再開等に向けた取組 

(4)県産農林水産物等の評価向上に資すると認められ

る取組 

○補助率：補助対象経費の１／２以内かつ 1,000 千円を

上限。 

県 
食産業

振興課 

   

6 農産物の放射性物質吸収抑制対策 

《農地土壌からの農産物の放射性物質吸収抑制対

策の支援》 

東日本大震災農業生産対策交付金を活用して，

農産物の放射性物質吸収抑制のための経費を助成

する。 

○事業主体：市町村等 

○事業内容：加里肥料等の施用，反転耕，深耕等放射能

の移行を低減するための対策。 

○交付率：定額 

市町村

等 

農産園

芸環境

課１１ 

   

7 肉用牛経営緊急支援事業 

《肉用牛農家に対する緊急支援》 

肉牛の出荷制限指示を受けた肉用牛農家に対

し，経営継続を支援するため，緊急的に経営支援

資金の交付を行う。 

○事業主体：社団法人宮城県畜産協会 

○補助対象経費：出荷遅延の肉牛に対して経営緊急支援

金を交付 

○補助率：出荷遅延牛１頭あたり定額を支援 

県 畜産課 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

8 肉用牛出荷円滑化推進事業【再掲】 

《廃用牛の集中管理経費への支援》 

県産牛の出荷停止措置の影響により，廃用牛の

出荷が停滞し，農家段階に滞留している問題を解

決するため，廃用牛を地域の空き牛舎や牧場など

において一定期間管理する集中管理に係る経費を

支援する。 

○事業主体：農業協同組合等 

○補助対象経費：廃用牛の集中管理に係る経費 

○補助率：廃用牛１頭あたりの定額を支援 

県 畜産課 

   

9 草地土壌放射性物質低減対策事業 

《牧草の放射性物質低減化対策に対する支援》 

暫定許容値を超えない安全な牧草を生産するた

め草地の反転耕等の経費に助成を行う。 

○対象 ：暫定許容値の超過が予測される県内の牧草地

○補助率：平成 24 年度 10／10（国１／２，県１／２）

     平成 25 年度 未定 

国 

県 
畜産課 
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２  技術支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 農畜産物等放射性物質実態調査事業（うち農畜産

物等放射性物質実態調査）【再掲】 

《農林水産物，輸出向け食品の検査》 

  県産農林水産物の安全性を確認するとともに，

県内企業の輸出品の放射線量を測定し輸出継続を

支援するため，平成 23 年度に整備した検査機器を

活用し，農畜産物等放射性物質検査を行う。 

○検査対象：県産農林水産物 

○検査頻度：週 25 点程度 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県産業技術総合センター 

○検査機関：県農林水産部 

※機器整備は平成 23 年度「県産農林水産物等輸出促進

事業」により実施 

県 
食産業

振興課 

   

2 農畜産物等放射性物質実態調査事業（うち放射性

物質影響検証事業）【再掲】 

《市町村が行う農畜産物・土壌等の検査への支援》

農畜産物及び農用地の土壌等に対する放射性物

質の影響調査を行うため，市町村が実施する放射

性物質測定検査に係る経費に対し，国の交付金を

活用し支援を行う。 

○実施主体：市町村 

○対象事業：影響調査の実施，検査機器の整備 

○交付率：１／２以内 

 

※平成 23 年度は「放射性物質影響検証事業」により実

施 

市町村
食産業

振興課 

   

  

個別取組⽅針 

 市町村や生産者団体等が地域の農林水産物の安全性を確認するために行う検査

体制等の整備を支援します。 

 生産物や土壌，飼料，敷料等生産用資機材の放射性物質の検査を実施するととも

に，放射性物質濃度を低減するための栽培や飼育等に関する助言や指導等の技術

的助言を行います。 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

3 農産物放射能対策事業【再掲】 

《農産物，水田土壌等の検査》 

  農産物等の安全確認を行うため，主要県産農産

物等を対象に放射性物質の濃度を把握し，今後の

営農対策等の検討に資するデータ等を整備する。

○検査対象：農産物（米，麦，大豆，野菜類等） 

水田土壌，畑地土壌等 

○検査頻度：野菜類等は毎週，米，麦，大豆等は収穫期

に検査，水田土壌等は年１回程度 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器（米，麦，大豆，

野菜類等），ＮａＩシンチレーションスペクトロメ

ータ（野菜類等，水田土壌等） 

○機器配置場所：県産業技術総合センター（野菜類等）

県合同庁舎（野菜類等） 

県農業・園芸総合研究所（水田土壌等）

県古川農業試験場（水田土壌等） 

○検査機関：県農林水産部（野菜類等） 

県農業・園芸総合研究所（水田土壌等） 

県古川農業試験場（水田土壌等） 

       民間分析機関等（米，麦，大豆等） 

県 

農産園

芸環境

課１１ 

   

4 農産物の放射性物質吸収抑制対策【再掲】 

《農地土壌からの農産物の放射性物質吸収抑制対

策の支援》 

東日本大震災農業生産対策交付金を活用して，

農産物への放射性物質吸収抑制のための対策を支

援する。 

○事業主体：市町村等 

○事業内容：加里肥料等の施用，反転耕，深耕等放射能

の移行を低減するための対策。 

○交付率：定額 

市町村

等 

農産園

芸環境

課１１ 

   

5 農産物の安全性確保強化事業 

《農地等除染の実証等》 

農業者等の安全確保と，安全・安心な農産物を

生産するため，農地等の放射線量調査及び農地等

除染の実証等を行う。 

○農地等除染の実証ほ設置：大河原地域８か所 

○実証内容：水稲等の作付ほ場における深耕等による除

染の実証 

県 

農産園

芸環境

課１１ 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

6 放射性物質影響調査事業【再掲】 

《粗飼料，草地土壌等の検査》 

  畜産物への放射能の影響を低減する飼養管理を

指導するため，粗飼料や草地土壌等の放射性物質

濃度の検査を行う。 

○検査対象：粗飼料，草地土壌等 

○検査頻度：随時 

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器，ＮａＩシンチ

レーションスペクトロメータ 

○機器配置場所：県産業技術総合センター 

県畜産試験場 

○検査機関: 県農林水産部 

県 畜産課 

   

7 草地土壌放射性物質低減対策事業【再掲】 

《牧草の放射性物質低減化対策に対する支援》 

暫定許容値を超えない安全な牧草を生産するた

め，草地の反転耕等の対策に対する支援を行う。

○対象 ：暫定許容値の超過が予測される県内の牧草地

○補助率：平成 24 年度 10／10（国１／２，県１／２）

     平成 25 年度 未定 

国 

県 
畜産課 

   

8 林産物放射性物質対策事業【再掲】 

《きのこ栽培環境等の検査及び技術指導等》 

特用林産物の安全を確保するため，栽培資材等

の放射性物質の検査を実施するとともに，栽培等

に関する助言や指導を行います。 

○検査対象：林内できのこ栽培する箇所及び栽培

資材等 

○検査頻度：随時 

○検査機器：表面汚染測定用サーベイメータ 

○機器配置場所：各合同庁舎等 

○検査機関：県農林水産部 

県 
林業振

興課１ 

   

9 被災農地における早期復興技術の開発事業 

《県農業関係試験研究機関による研究開発》 

農作物への放射性物質の移行吸収を抑制する技

術対策のため，放射性物質が検出された農地の実

態調査と栽培方法の研究を行う。 

○県内農耕地における放射性物質の動態把握 

土壌タイプ，深さ別濃度，施肥状況の関連調査 

○有機物から農作物への放射性物質の移行調査 

稲わら，たい肥等の有機物施用による影響調査 

○農作物への放射性物質吸収抑制技術の研究 

施肥法，各種資材施用法，耕うん法，栽培法，土壌タ

イプ別の吸収抑制効果の検証 

県 
農業振

興課１ 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

10 農産物の放射性物質対策に関する技術情報 

《技術情報の提供》 

消費者の求める安全で信頼される農産物を生産

するため，農産物の放射性物質対策に関する技術

情報を随時提供する。 

○平成 23 年度実績 

・農産物の放射性物質濃度の低減対策（平成 24 年

１月 24 日 現在） 

県 

農業振
興課１ 

 
農産園 
芸環境
課１１ 

 
畜産課 

   

11 食品加工品等放射能関連風評被害対策事業【再掲】

《県内で生産される食品加工品等の残留放射能濃

度の測定》 

  震災に係る東京電力(株)福島第一原子力発電所

事故の影響に対する不安を原因として，県内企業

が自社製品に対する残留放射能測定を求められる

事例が発生しているため，県内で生産される加工

品，食品加工品等について残留放射能濃度を測定

し，結果を報告書として提供する技術支援を行う。

○測定対象：宮城県内の企業が生産する食品加工品等 

○測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 

○機器配置場所：県産業技術総合センター 

○測定機関：県産業技術総合センター 

県 
新産業

振興課 

   

12 水産加工業協同組合等における測定機器整備促進

と検査員のスキルアップ 

《水産加工業者等が行う自主検査への支援》 

水産加工品における放射能測定を実施する被災

した水産加工業協同組合等に対し，各種補助制度

を活用した放射能測定器の導入について支援す

る。また，それらの検査員を対象とした研修会開

催等を通じ，検査員としてのスキルアップと意識

の醸成を図る。 

県 

その他

水産業

振興課 

   

13 放射能 県民安心事業【再掲】 

《測定方法に関する講習会の開催》 

  住民が持ち込みした家庭菜園で収穫された農産

物や流通食品等の安全性を確認できるよう，全県

的に簡易検出器を配備するとともに，測定する市

町村職員を対象とした測定方法に関する講習会を

開催する。 

○対象：測定を実施する市町村職員 

○開催回数：年１回 

○開催時期：７月 

県 

市町村

原子力

安全対

策課１ 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

14 工業製品放射線関連風評被害対策事業費【再掲】

《工業製品の表面放射線線量率測定》 

震災に係る東京電力(株)福島第一原子力発電所

事故の影響に対する不安を原因として，県内企業

が自社製品に対する残留放射能測定を求められる

事例が発生しているため，県内で生産される工業

製品について残留放射能を測定し，結果を報告書

として提供する技術支援を行う。 

○測定対象：宮城県内の企業が生産する工業製品 

○測定頻度：毎日（企業の測定依頼の都度，実施） 

○測定機器：ＮａＩシンチレーションサーベイメータ 

ＧＭサーベイメータ 

○機器配置場所：県産業技術総合センター 

○測定機関：県産業技術総合センター 

県 
新産業

振興課 
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３  情報発信等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 県産農林水産物等イメージアップ推進事業 

《県産農林水産物等のＰＲ》 

震災で県産農林水産物等が大規模な被害を受け

たことから，復興状況に合わせた県産品のイメー

ジアップを図るため，被災前の状況に回復するま

での間，メディアの活用，海外バイヤー対応など

の事業を実施する。 

○補助事業対象団体： 

各ＪＡ（ＪＡ宮城），各漁協（３漁協），各加工組合・

食品製造事業者団体（38 団体），(社)県物産振興協会，

各種銘柄推進協議会等 

○補助対象事業： 

(1)商談会等のイベントを活用した県産農林水産物等

ＰＲ 

(2)メディアを活用したスポット的テレビＣＭや単発

的な記事広告等によるＰＲ 

(3)海外バイヤーとの取引再開等に向けた取組 

(4)県産農林水産物等の評価向上に資すると認められ

る取組 

○補助率：補助対象経費の１／２以内かつ 1,000 千円を

上限。 

県 
食産業

振興課 

   

  

個別取組⽅針 
イベント等 

 県内産農産物等を国内外の消費者等に安心して購入してもらえるよう，検査結果

や検査体制等の迅速でわかりやすい情報発信に努めるとともに，生産団体等が行

う情報発信や広報活動への支援やイベント等を実施します。 

 県内の観光の安全性や魅力を県内外に発信するためのキャンペーンやイベント

等を実施します。 

情報発信 

 各種メディアや広報紙等を利用して，県産品の検査結果や検査体制をお知らせす

るとともに，観光の安全性をＰＲします。 

 原発事故による海外からの風評を払拭するとともに，県産品や観光の安全性やそ

の魅力をアピールするために，放射性物質の検査結果等も含めた正確な情報の発

信を強化します。 

その他 

 県産農林水産物や観光等の安全性を国内外に広報するために安全宣言等を行い

風評の払拭に努めます。 

 諸外国における日本及び東北への渡航制限の解除や，農林水産物及び食品等の輸

出品目に対する規制緩和に向けた国への働きかけを強化します。 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

2 観光復興緊急対策事業 

《観光キャラバン等の実施》 

  県内外からの誘客を早急に進めるため，正確な

観光情報の提供や一般消費者や旅行会社等に直接

的に訴えるキャラバン等を，継続的・持続的に実

施する。 

○震災復興観光情報提供事業 

・内容：観光情報誌等で観光地や観光施設の情報を全国

に発信 

・目的：誘客 

・対象：県内及び県外の一般消費者 

・実施時期：随時，新聞や旅行雑誌等への本県記事の掲

載 

○観光復興広報材作成事業 

・内容：震災後の観光地や観光施設の情報に基づいたパ

ンフレット等を作成し，全国に配布 

・目的：風評払拭 

・対象：県内及び県外の一般消費者 

・実施時期：随時作成し，各種イベント等で配布 

○首都圏キャラバン実施事業 

・内容：JR 主要駅やマスコミへのキャラバン隊の訪問 

・目的：誘客，風評払拭 

・対象：県外の一般消費者及びマスコミ，旅行会社 

・実施時期：実績１回（平成 23 年 11 月 15 日） 

      今後（平成 24 年度１回，平成 25 年度１回）

○国内コンベンション等誘致促進事業 

・内容：県内で開催されるコンベンション等を誘致 

・目的：コンベンション誘致による誘客 

・対象：首都圏旅行会社等 

・実施時期：平成 24 年度～随時 

県 

市町村

その他

観光課 

   

3 観光復興イベント開催事業 

《復興イベントへの助成》 

震災の影響により県内への観光を手控えている

県外の観光客に対して，正確な観光情報を提供す

るため，被災地及び首都圏等で開催する復興イベ

ント等の実施に関し必要な経費を補助する。 

○内容：首都圏等で開催する観光復興イベント等の経費

補助(補助率１／２) 

○目的：正確な情報発信による誘客 

○対象：イベント開催団体 

○実施時期：実績２件 

○今後の予定：平成 24 年度３件,平成 25 年度３件 

県 

その他
観光課 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

4 みやぎ観光復興イメージアップ事業 

《首都圏への本県ＰＲ》 

震災の発生に伴い，県内への観光にも大きな影

響が生じていることから，本県のイメージアップ

や県内への旅行意欲の喚起を図るため，プロスポ

ーツやＪＲ等と連携した首都圏ＰＲを行う。 

○プロスポーツと連携した観光客誘客事業 

・内容：県内に本拠地があるプロスポーツチームと連携

し，来場者に対する観光ＰＲ・復興のＰＲを行

う。 

・目的：誘客 

・対象：県外からの来場者 

・実施時期（実績）： 

ベガルタ仙台２回(平成 23 年 11 月 19 日) 

         (平成 23 年 11 月 26 日) 

 仙台 89ERS３回  (平成 23 年 11 月 17 日～18 日) 

(平成 24 年１月 21 日～22 日) 

(平成 24 年２月４日～５日) 

・今後予定：楽天イーグルス 夏   

ベガルタ仙台   秋 

仙台 89ERS      冬 

○ＪＲと連携した首都圏ＰＲ事業 

・内容：首都圏の主要駅や場所等を活用し，本県の観光

ＰＲを実施。 

・目的：誘客 

・対象：県外者 

・実施時期：平成 24 年度１回，平成 25 年度１回 

県 

市町村

その他

観光課 

   

5 みやぎ観光復興誘客推進事業 

《旅行会社への経費助成》 

本県への観光客の誘致の促進を図るため，旅行

会社等に対し，復興段階に合わせた旅行商品の造

成及び実施などの事業の実施に要する経費の一部

を補助する。 

○内容：復興に関する，旅行商品の造成時のパンフレッ

ト作成経費への補助 

○目的：首都圏からの観光客の誘致 

○対象：旅行会社 

○実施時期：旅行商品造成時(秋冬，春夏) 

県 観光課 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

6 国等との連携による東北観光博の実施 

東北地域全体を一種の博覧会と見立てて，大き

く落ち込んでいる東北地域への旅行需要の喚起と

地域が主体となった新たな観光スタイルの実現の

ために，国，市町村等と連携して実施する東北観

光博の取組により宮城県への誘客を図る。 

○内容： 

・設定したゾーンにおける「地域観光案内人」の配置 

・「東北観光パスポート」等の導入と「東北観光博公式

ガイドブック」作成 

・東北地域の観光情報の一元的提供を行う「東北観光博

ポータルサイト」の作成 等 

○ゾーン：「松島」，「大崎・鳴子」，「仙台・秋保・作並」，

「白石・宮城蔵王」 

○実施期間：平成 24 年３月 18 日～平成 25 年３月末日

国 

県 

その他

観光課 

   

7 放射線・放射能広報事業【再掲】 

《正確な情報の発信》 

  農林水産物の風評被害をはじめ，基幹産業や教

育など県民生活に及ぶ影響を払拭するため，放射

線等に関する正しい知識の普及・啓発に努める。

○放射線・放射能に関するポータルサイトの運営 

・名称：放射能情報サイトみやぎ 

・内容：放射線・放射能に関する情報を一元化して発信

する。 

・実施時期：平成 23 年９月 28 日から 

○放射線・放射能に関するセミナー・相談会の開催 

・内容：放射線・放射能の生活環境へ与える影響などに

関する分かりやすい説明と宮城県放射線技師会によ

る放射線・放射能に関する相談会 

・実施時期及び場所 

平成 23 年度：平成 24 年３月 28 日（仙台市） 

平成 24 年３月 29 日（栗原市） 

平成 24 年３月 30 日（白石市） 

平成 24 年度：８回（時期未定，各圏域で開催） 

○放射線・放射能に関するパンフレットの作成 

・内容：原子力や放射線・放射能に関するパンフレット

を年度内に作成予定 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

8 農林水産物の安全宣言等 

「宮城米」「仙台牛」をはじめとする農林水産物

について，県内及び首都圏等大消費地において知

事自ら「安全宣言」を行ったほか，広報効果の高

い雑誌への記事広告の掲載，POP 等により安全性の

PR や風評の払拭に努める。 

県 
食産業

振興課 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

9 安全・安心な観光地の周知等 

震災の影響により県内への観光を手控えている

県外の観光客に対して，正確な観光情報を広報す

る。 

○観光復興緊急対策事業【再掲】 

県内外からの誘客を早急に進めるため，正確な

観光情報の提供や一般消費者や旅行会社等に直接

的に訴えるキャラバン等を，継続的・持続的に実

施する。 

(1)震災復興観光情報提供事業 

・内容：観光情報誌等で観光地や観光施設の情報

を全国に発信 

・目的：誘客 

・対象：県内及び県外の一般消費者 

・実施時期：随時，新聞や旅行雑誌等への本県記

事の掲載 

(2)観光復興広報材作成事業 

・内容：震災後の観光地や観光施設の情報に基づ

いたパンフレット等を作成し，全国に配

布 

・目的：風評払拭 

・対象：県内及び県外の一般消費者 

・実施時期：随時作成し，各種イベント等で配布

(3)首都圏キャラバン実施事業 

・内容：JR 主要駅やマスコミへのキャラバン隊の

訪問 

・目的：誘客，風評払拭 

・対象：県外の一般消費者及びマスコミ，旅行会

社 

・実施時期：実績１回（平成 23 年 11 月 15 日） 

      今後（平成 24 年度１回，平成 25 年

度１回） 

(4)国内コンベンション等誘致促進事業 

・内容：県内で開催されるコンベンション等を誘

致 

・目的：コンベンション誘致による誘客 

・対象：首都圏旅行会社等 

・実施時期：平成 24 年度～随時 

県 観光課 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

10 渡航制限の解除に向けた働きかけ 

外国人観光客を呼び戻すため，海外への正確な

情報発信の強化等により風評被害の早期払拭に努

める。また，諸外国に対し，日本及び東北への渡

航制限緩和に向けた働きかけの強化を国に求め

た。 

○内容：正確な観光情報の発信(通常事業において併せ

て行う)を行うとともに国への要望活動を実施

する。  

○目的：外国人誘客 

○実施時期：随時（要望活動，情報発信） 

○平成 23 年度実績：要望活動３回 

県 

観光課 

 

国際経

済・交 

流課１ 

   

11 農林水産物等輸出品目に対する規制緩和の働きか

け 

諸外国における農林水産物の輸出規制につい

て，諸外国に対し働きかけを行うよう国に対し要

望するとともに，海外の見本市等において安全性

の PR を行う。 

県 
食産業

振興課 
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第４  放射線線量低減化対策                                        

１  推進体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担  当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 放射線・放射能広報事業【再掲】 

《放射能対策専門委員の設置》 

  県の放射能対策にかかる技術的・専門的見地か

らの助言を受けるため，環境審議会に「放射能対

策専門委員」を設置し，その意見を線量低減，測

定及び放射能対策への不安払拭に向けた県の施

策・事業に反映させる。 

○環境審議会への諮問：平成 23 年 12 月 20 日 

○委員の委嘱：平成 23 年 12 月 26 日 

○委員：６人（座長：須藤環境審議会会長） 

○開催実績：平成 23 年度２回開催 

○内容：原発事故を踏まえた宮城県内の放射線・放射能

に関する測定及び線量低減対策のあり方について  

○スケジュール：当分の間設置することとし，会議は，

課題のある都度開催。 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

2 除染対策支援事業【再掲】 

《除染アドバイザーの設置》 

  汚染状況重点調査地域の指定市町及びそれ以外

の市町村に対し，除染に関する技術的・専門的な

アドバイスを行うため，除染アドバイザーを設置

し，市町村の求めに応じて派遣する。 

○人数：当面１名（東北大学大学院石井教授） 

○設置期間：平成 24 年２月 22 日～平成 25 年３月 31 日

○活動内容：研修会での講演，検討会での助言，除染技

術に対する指導など 

○平成 23 年度実績：職員研修会ほか 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

  

個別取組⽅針 

 県の放射能対策などのあり方について，高度な専門性と技術的知見に基づく意見

を県の施策等に反映させるため，「放射能対策専門委員」を設置します。 

 市町村に対し，県としての除染に関する技術的なアドバイスを行うため，除染ア
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２  市町村が行う除染への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担  当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 除染対策支援事業【再掲】 

《除染支援チームの派遣》 

  汚染状況重点調査地域に指定された市町の円滑

な除染推進を支援するため，県の関係職員で除染

支援チームを編成し，市町に派遣する。 

○派遣市町：指定９市町（平成 24 年３月 1 日現在・石

巻市，白石市，角田市，栗原市，七ヶ宿町，大河原

町，丸森町，亘理町及び山元町） 

○人数：23 名 

○活動内容：除染実施計画策定助言，住民説明会参加，

国との連絡調整など 

○実績：平成 23 年度 

19 回派遣（平成 24 年２月 17 日現在） 

○スケジュール：各市町の要請に基づき派遣 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

2 除染対策支援事業【再掲】 

《除染対策連絡調整会議の設置》 

 県と汚染状況重点調査地域に指定された市町と

が相互に情報を共有しながら共通する課題を検

討し，円滑な除染の実施につなげるため，除染

対策連絡調整会議を設置する。 

○設置：平成 23 年 12 月 26 日 

○構成員：副知事，各指定市町の長ほか（副知事座長）

○開催実績：平成 23 年度２回開催 

○今後のスケジュール：必要の都度開催。 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

  

個別取組⽅針 

 汚染状況重点調査地域に指定された市町の円滑な除染の推進を支援するため，県

の関係職員で構成する除染支援チームを派遣します。 

 汚染状況重点調査地域の市町が除染対策を推進するにあたり，県と市町が相互に

情報を共有しながら共通する課題を検討し，今後の円滑な除染の実施につなげる

ため，除染対策連絡調整会議を設置します。 

 汚染状況重点調査地域における除染対策やそれ以外のマイクロホットスポット

対策を円滑に推進するため，市町村の職員に対し講習会を開催します。 

 市町村が除染活動を実施する除染活動パンフレットを作成します。 

 局所的に高線量を示す箇所の放射線量を減らすための工夫について，放射線・放

射能の基礎及び除染の注意事項や除染の手順などを解説する除染活動パンフレ

ットを作成します。 

 汚染状況重点調査地域以外の市町村において，マイクロホットスポット対策を講
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

3 除染対策支援事業【再掲】 

《市町村職員向け講習会の開催》 

  汚染状況重点調査地域の指定市町及びそれ以外

の市町村の職員に対し，放射線・放射能に関する

基本的事項や除染の技術的事項などについての研

修会を開催する。 

○開催実績：平成 23 年度２回 

○内容：主に除染技術 

○開催場所：県庁など 

○開催時期：６～７月 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

4 除染対策支援事業【再掲】 

《除染活動パンフレットの作成》 

  県民の不安払拭に向け，局所的に高線量を示す

箇所の放射線量を減らすための工夫について，放

射線・放射能の基礎及び除染の注意事項や除染の

手順などを分かりやすく図入りで解説する除染活

動パンフレットを作成する。 

○作成部数：50,000 部 

○配布先  ：各市町村及び県の施設 

○配布予定：平成 23 年度末 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

5 測定機器の貸出等 

《測定機器の貸出等》 

  汚染状況重点調査地域外のマイクロホットスポ

ット対策として，平成 23 年度に配備したＮａＩシ

ンチレーション検出器などの空間放射線の測定機

器を，市町村に対し短期的に貸与し，住民からの

通報に基づく調査や，計画的調査への活用を促す。

県 

市町村

原子力

安全対

策課１ 
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３  県有施設の除染 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担  当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 県有施設等の除染事業 

《道路敷・河川敷・県立学校・県営住宅などの除

染等》 

放射線量の影響を低減させ不安を払拭するた

め，指定市町が策定する除染実施計画に基づき県

有施設等の除染を行うとともに，マイクロホット

スポット対策を行う。また，除染により発生した

汚染土壌や廃棄物について適切に処理（再資源

化・焼却処分・保管等）を行う。 

○除染対象：県有施設等 

    道路敷・道路管理施設，路面清掃及び側溝等の清掃

による堆積土砂，河川敷・河川管理施設，学校等の敷

地・校舎等，県営住宅の建物・敷地等，浄水場内・水

道管理施設  等 

○除染方法：除草，支障木伐採，草木除去，洗浄，天地

返し  等 

○除染の時期：指定市町の除染実施計画による。 

○処理の対象：県有施設の除染作業で発生した土壌や廃

棄物 

県 

道路課 

 

河川課 

 

住宅課 

 

教育庁

担当課 

 

水道経

営管理

室１１ 

 

ほか

   

 

 

 

 

  

個別取組⽅針 

 放射線量 影響を低減させ不安を払拭するため 県管理施設等 除染を行 ます
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第５  汚染物・廃棄物の処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 放射性物質汚染廃棄物処理事業 

《廃棄物の適切な処理の推進》 

  放射性物質で汚染された廃棄物について，国か

ら示される指定廃棄物の処理方針等を踏まえ，国，

市町村等と協議しながら，一体となって適切な処

理の推進を図る。 

○国，市町村等と協議する場の設定 

○国との調整 

・国の責務として処理される指定廃棄物に係る基

礎調査等への協力 

・地元説明会開催に関する協力 

○市町村等との調整 

・指定廃棄物の指定申請に関する助言 

○庁内他部局との調整 

国 

県 

市町村

その他

廃棄物

対策課 

   

  

個別取組⽅針 

 放射性物質が含まれた廃棄物等については，国の指針に従って減容化した上で，

放射性物質が外部に飛散したり漏れ出したりないよう，国の指針で示されている

方法により市町村と一体となって適正な処理に取り組みます。 

 自圏域で排出された一般廃棄物であって放射性物質により汚染されたおそれの

あるものについては，安全性に配慮した上で，市町村における一般廃棄物の処理

の実施に関し，国の方針や有識者の見解を踏まえ，市町村と一体となって処理を

進めていきます。 

 汚染稲わらについては，最終処分方法が決まるまでの間，市町村や関係団体の協

力を得て引き続き利用停止と隔離一時保管を指導するとともに，国が主体的に責

任を持って処理する範囲の早期確定と関係省庁による最終処分方針の明示を求

めていきます。また，堆肥について，最終処分方法が決まるまでの間，農家等で

適切に一時保管するよう助言・指導をしていきます。 

 浄水発生土については，８，０００Bq/kg 以下のものについては，管理型処分場

への埋立が進むよう市町村等に助言・指導を行うとともに，８，０００Bq/kg を

超えるものは国が主体的に責任を持って処理するよう求めていきます。併せて，

廃棄物処理事業者が適切に受け入れることができるよう，指導していきます。下

水汚泥は，８，０００Bq/kg 以下のものは適切な処分を行うよう，引き続き指導

します。 

 東日本大震災により発生した災害廃棄物については，今後，放射性物質の濃度に
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

2 給与自粛牧草等処理円滑化事業 

《牧草等の処理経費助成，一時保管施設設置》 

  放射性物質に汚染され利用できなくなった牧

草，稲わら及び堆肥等の処理を進めるため，処理

経費を助成するほか，一時保管施設の設置等を行

う。 

○処理の対象：稲わら，牧草，堆肥，ルートマット 

○補助対象者：上記の対象を保有，管理等する農家 

○補助対象経費：稲わら，牧草，堆肥等の一時保管や処

理に要する経費 

県 

市町村

その他

畜産課 

   

3 浄水発生土保管・管理業務 

《浄水発生土の保管・管理》 

放射性物質を含む浄水発生土の保管・管理業務

を適切に行うための委託経費 

○委託対象事業： 

 大崎及び仙南・仙塩広域水道用水供給事業 

 仙塩及び仙台圏並びに仙台北部工業用水道事業 

○委託内容： 

浄水発生土の保管・管理業務，保管建屋建設費用，放

射能管理業務 

 ※時期を見て搬出処分業務に移行 

県 

水道経

営管理

室１１ 

   

4 公共下水道汚泥適正処理指導事業 

《下水汚泥処理の指導・助言》 

  市町村が管理する公共下水道について，下水汚

泥の放射能測定結果に応じ，適切な処理を推進す

るよう指導・助言を行う。   

県 
下水道

課１１ 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

5 災害等廃棄物処理事業 

《廃棄物の適切な処理の推進》 

  災害廃棄物の処理に当たって，放射性物質によ

る影響を把握するとともに，円滑な広域処理を促

進するため，被災市町の委託により県が二次仮置

き場等で処理する災害廃棄物を対象として，放射

能濃度(放射性セシウム濃度)等の測定を実施し，

県外自治体に受入の働きかけを行う。 

  併せて，県外搬出量を極力抑制するとともに，

リサイクル率の向上と最終処分量の減量化を図る

ことも必要であるため，県内災害廃棄物の円滑な

処理に向けて，国，県，沿岸市町，災害廃棄物処

理業務を受託した各共同企業体で構成する協議会

を設置する。 

○調査対象 

・気仙沼ブロック(気仙沼市，南三陸町) 

・石巻ブロック(石巻市，東松島市，女川町) 

・宮城東部ブロック(塩竈市，多賀城市，七ヶ浜町) 

・亘理名取ブロック(名取市，岩沼市，亘理町，山元町)

○調査概要 

・環境省「東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域

処理の推進に係るガイドライン」に基づき，災害廃棄

物周辺の空間放射線量率，放射性セシウム濃度の測定

を行う。 

○宮城県災害廃棄物処理業務連携推進協議会 

・設置：平成 24 年３月 27 日 

・目的：災害廃棄物の県外搬出量の抑制と県内処理の円

滑化 

・参集範囲：環境省(調整中)，沿岸 13 市町，災害廃棄

物処理業務受託共同企業体  

県 

震災廃

棄物対

策課課 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

6 薪・木炭の適切な保管・管理に関する助言 

《薪・木炭の保管・管理への助言》 

国が実施する一般家庭で使用されている薪とそ

の燃焼後の灰の検査結果を公表する。また，放射

性物質に汚染された恐れのある薪について，使用

を差し控えるよう注意喚起する。 

○検査対象： 薪とその灰 

○採取月日：検査① 平成 24 年１月 26 日～27 日 

           検査② 平成 24 年２月 6日～11 日 

○調査地点： 

検査① 仙南２市７町（白石市，角田市，蔵王町，七

ケ宿町，大河原町，村田町，柴田町，川崎町，

丸森町） 

検査② ４市６町（岩沼市，栗原市，東松島市，大崎

市，山元町，松島町，七ケ浜町，大和町，色

麻町，加美町） 

○検査機関：国 

○公表等   ：県 検査① 平成 24 年２月 10 日 

             検査② 平成 24 年２月 24 日 

○注意喚起： 県  ①平成 24 年２月 10 日 

                 ②平成 24 年２月 14 日 

国 

県 

市町村

林業振

興課１ 
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第６  損害への対応                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

主担当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 みやぎ県民会議運営事業 

《みやぎ県民会議の開催・運営》 

  原発事故によって被った損害に対応するため，

事故被害の損害賠償に係る総合調整を行うととも

に，「東京電力福島第一原子力発電所事故対策みや

ぎ県民会議」（平成 23 年９月 12 日設立）の企画・

運営を行う。 

○構成員：各市町村，事業者・消費者等の団体，有識者

○開催実績及び予定 

・実績：第１回(平成 23 年９月 12 日)， 

第２回(平成 23 年 12 月 20 日) 

・予定：平成 23 年度：平成 24 年３月 23 日 

        平成 24 年度：平成 24 年５月，８月，11 月， 

平成 25 年２月 

・内容：被害状況調査結果の検証，損害賠償請求検討，

法律相談体制の整備 等 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

  

個別取組⽅針  

 中間指針で示されていない損害について検証・整理を行い，実際の被害との乖離

を検討した上で，救済漏れのないよう対応します。 

 県民会議を通じて，各関係団体や市町村に対し放射能汚染や風評による被害状況

に関する調査やヒアリング等を実施するとともに，県内の放射能汚染や風評によ

る被害に関する認識を共有し，県内の関係機関・団体や庁内の関係部局が横断的

に連携しながら対応していきます。 

 県民個人や団体等に属さない事業者における被害についての相談ブースを設け

るなど，被害者のニーズや課題の把握にきめ細かに対応します。 

 原発事故による被害者を全員救済するとともに，完全な賠償が履行されるよう，

県民会議を活用して，しっかりとしたサポート体制を構築していきます。 

 県及び市町村等の被害対策経費については，国に対し全額の財政措置を講じるよ

う求めるとともに，国による財政措置がなされなかった場合には損害賠償の対象

とすることを指針に明記するよう求めていきます。 

 請求が行われたものも含めて，東京電力に対して迅速かつ完全な損害賠償の履行

を強く求め きます
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

2 みやぎ県民会議損害賠償請求ワーキンググループ

の運営 

《みやぎ県民会議損害賠償請求ワーキンググルー

プの企画及び運営》 

  損害賠償請求に係る様々な問題点を打開する

とともに，各業種団体，市町村における取り組

みを支援するため「東京電力福島第一原子力発電

所事故対策みやぎ県民会議」に設置した損害賠償

請求に係るワーキンググループの企画・運営を行

う。 

○参加団体等： 仙台弁護士会 

               関連する業種・団体 

各市町村       等 

○開催実績及び予定 

・平成 23 年度：第１回（平成 24 年１月 27 日） 

第２回（平成 24 年２月 10 日) 

第３回（平成 24 年２月 20 日） 

第４回（平成 24 年３月下旬(予定)） 

・平成 24 年度：必要に応じて開催 

県 

原子力

安全対

策課１ 
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第７  正しい知識の普及・啓発                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

主担当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

1 放射線・放射能広報事業【再掲】 

《放射線等に関するセミナー・相談会の開催，出

前講座の拡充，広報媒体の活用》 

  県民の不安解消のため，放射線等に関するセミ

ナー・講習会の開催，出前講座の拡充，広報媒体

の活用等により，放射線等に関する正しい知識の

普及・啓発に努める。 

○放射線・放射能に関する相談窓口の開設 

・内容：県民からの放射線・放射能に関する相談への対

応 

・実施時期：平成 23 年３月 16 日から 

○放射線・放射能に関するポータルサイトの運営 

・名称：放射能情報サイトみやぎ 

・内容：放射線・放射能に関する情報を一元化して発信

する。 

・実施時期：平成 23 年９月 28 日から 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

  

個別取組⽅針 

 県の各種広報媒体の活用や報道機関との連携により，放射線等の測定結果及び検

査に関する正確な情報並びに風評の払拭に向けた取組などを県民に対して迅速

に提供します。 

 県民会議を通じた意見やアンケート調査等により，県民が不安を感じる理由や求

めている情報のほか，放射線等の影響による風評に起因する損害の現状を正確に

把握するなど，きめ細かな情報収集に努めます。 

 放射線等に関するセミナー・講演会の開催や出前講座の拡充，広報紙等の各種広

報媒体の活用により，放射線等に関する正しい知識の普及・啓発に努めます。ま

た，放射線等に関する総合的な相談窓口の開設や県民からの相談を受け付ける相

談会の開催等により，県民の放射線等に対する正しい理解を深め，不安の解消に

努めます。 

 風評を払拭するため，各種広報媒体やイベント等を活用し，宮城県及び宮城県産

の農林水産物や工業製品等の安全・安心を国内外にＰＲしていきます。 

 県民からの相談に充分に対応するため，自治体や団体等の職員を対象とした研修

会等を開催し，放射線等に関する正しい知識の習得による資質の向上を図りま
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 ○放射線・放射能に関するセミナー・相談会の開催 

・内容：放射線・放射能の生活環境へ与える影響などに

関する分かりやすい説明と宮城県放射線技師会によ

る放射線・放射能に関する相談会 

・実施時期及び場所 

平成 23 年度：平成 24 年３月 28 日（仙台市） 

平成 24 年３月 29 日（栗原市） 

平成 24 年３月 30 日（白石市） 

平成 24 年度：８回（時期未定，各圏域で開催） 

○みやぎ出前講座の実施 

・内容：放射線・放射能に関する基礎知識等の説明 

・実績：20 件（見込み含む） 

○放射線・放射能に関するパンフレットの作成 

・内容：原子力や放射線・放射能に関するパンフレット

（「知ろう・学ぼう原子力と放射線」）を年度内に作成

予定 

○県政だよりへの記事掲載 

  

   

2 みやぎ県民会議運営事業【再掲】 

《みやぎ県民会議の開催・運営》 

  原発事故によって被った損害に対応するため，

事故被害の損害賠償に係る総合調整を行うととも

に，「東京電力福島第一原子力発電所事故対策みや

ぎ県民会議」（平成 23 年９月 12 日設立）の企画・

運営を行う。 

○構成員：各市町村，事業者・消費者等の団体，有識者

○開催実績及び予定 

・実績：第１回(平成 23 年９月 12 日)， 

第２回(平成 23 年 12 月 20 日) 

・予定：平成 23 年度：平成 24 年３月 23 日 

        平成 24 年度：平成 24 年５月，８月，11 月， 

平成 25 年２月 

・内容：被害状況調査結果の検証，損害賠償請求検討，

法律相談体制の整備 等 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

3 みやぎ県民会議損害賠償請求ワーキンググループ

の運営【再掲】 

《みやぎ県民会議損害賠償請求ワーキンググルー

プの企画及び運営》 

  損害賠償請求に係る様々な問題点を打開する
とともに，各業種団体，市町村における取り組
みを支援するため「東京電力福島第一原子力発電

所事故対策みやぎ県民会議」に設置した損害賠償

請求に係るワーキンググループの企画・運営を行

う。 

○参加団体等： 仙台弁護士会 

               関連する業種・団体 

各市町村       等 

○開催実績及び予定 

・平成 23 年度：第１回（平成 24 年１月 27 日） 

第２回（平成 24 年２月 10 日) 

第３回（平成 24 年２月 20 日） 

第４回（平成 24 年３月下旬(予定)） 

・平成 24 年度：必要に応じて開催 

県 

原子力

安全対

策課１ 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

主担当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

4 観光復興緊急対策事業【再掲】 

《観光キャラバン等の実施》 

  県内外からの誘客を早急に進めるため，正確な

観光情報の提供や一般消費者や旅行会社等に直接

的に訴えるキャラバン等を，継続的・持続的に実

施する。 

○震災復興観光情報提供事業 

・内容：観光情報誌等で観光地や観光施設の情報

を全国に発信 

・目的：誘客 

・対象：県内及び県外の一般消費者 

・実施時期：随時，新聞や旅行雑誌等への本県記

事の掲載 

○観光復興広報材作成事業 

・内容：震災後の観光地や観光施設の情報に基づ

いたパンフレット等を作成し，全国に配布

・目的：風評払拭 

・対象：県内及び県外の一般消費者 

・実施時期：随時作成し，各種イベント等で配布

○首都圏キャラバン実施事業 

・内容：JR 主要駅やマスコミへのキャラバン隊の

訪問 

・目的：誘客，風評払拭 

・対象：県外の一般消費者及びマスコミ，旅行会社

・実施時期：実績１回（平成 23 年 11 月 15 日） 

      今後（平成 24 年度１回，平成 25 年

度１回） 

○国内コンベンション等誘致促進事業 

・内容：県内で開催されるコンベンション等を誘

致 

・目的：コンベンション誘致による誘客 

・対象：首都圏旅行会社等 

・実施時期：平成 24 年度～随時 

県 

市町村

その他

観光課 

   

5 観光復興イベント開催事業【再掲】 

《復興イベントへの助成》 

震災の影響により県内への観光を手控えている

県外の観光客に対して，正確な観光情報を提供す

るため，被災地及び首都圏等で開催する復興イベ

ント等の実施に関し必要な経費を補助する。 

○内容：首都圏等で開催する観光復興イベント等

の経費補助(補助率１／２) 

○目的：正確な情報発信による誘客 

○対象：イベント開催団体 

○実施時期：実績２件 

○今後の予定：平成 24 年度３件,平成 25 年度３件

県 

その他
観光課 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

主担当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

6 みやぎ観光復興イメージアップ事業【再掲】 

《首都圏への本県ＰＲ》 

震災の発生に伴い，県内への観光にも大きな影

響が生じていることから，本県のイメージアップ

や県内への旅行意欲の喚起を図るため，プロスポ

ーツやＪＲ等と連携した首都圏ＰＲを行う。 

○プロスポーツと連携した観光客誘客事業 

・内容：県内に本拠地があるプロスポーツチーム

と連携し，来場者に対する観光ＰＲ・復

興のＰＲを行う。 

・目的：誘客 

・対象：県外からの来場者 

・実施時期（実績）： 

ベガルタ仙台２回(平成 23 年 11 月 19 日) 

         (平成 23 年 11 月 26 日) 

 仙台 89ERS３回  (平成 23年 11月 17日～18日)

(平成 24 年１月 21 日～22 日)

(平成 24 年２月４日～５日) 

・今後予定：楽天イーグルス 夏 

ベガルタ仙台   秋 

仙台 89ERS      冬 

○ＪＲと連携した首都圏ＰＲ事業 

・内容：首都圏の主要駅や場所等を活用し，本県

の観光ＰＲを実施。 

・目的：誘客 

・対象：県外者 

・実施時期：平成 24 年度１回，平成 25 年度１回

県 

市町村

その他

観光課 

   

7 みやぎ観光復興誘客推進事業【再掲】 

《旅行会社への経費助成》 

本県への観光客の誘致の促進を図るため，旅行

会社等に対し，復興段階に合わせた旅行商品の造

成及び実施などの事業の実施に要する経費の一部

を補助する。 

○内容：復興に関する，旅行商品の造成時のパンフレッ

ト作成経費への補助 

○目的：首都圏からの観光客の誘致 

○対象：旅行会社 

○実施時期：旅行商品造成時(秋冬，春夏) 

県 観光課 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

8 県産農林水産物等イメージアップ推進事業【再掲】

《県産農林水産物等のＰＲ》 

震災で県産農林水産物等が大規模な被害を受け

たことから，復興状況に合わせた県産品のイメー

ジアップを図るため，被災前の状況に回復するま

での間，メディアの活用，海外バイヤー対応など

の事業を実施する。 

○補助事業対象団体： 

各ＪＡ（ＪＡ宮城），各漁協（３漁協），各加工組合・

食品製造事業者団体（38 団体），(社)県物産振興協会，

各種銘柄推進協議会等 

○補助対象事業： 

(1)商談会等のイベントを活用した県産農林水産物等

ＰＲ 

(2)メディアを活用したスポット的テレビＣＭや単発

的な記事広告等によるＰＲ 

(3)海外バイヤーとの取引再開等に向けた取組 

(4)県産農林水産物等の評価向上に資すると認められ

る取組 

○補助率：補助対象経費の１／２以内かつ 1,000 千円を

上限。 

県 
食産業

振興課 

   

9 子どもたちに対する放射線に関する指導 

《副読本を活用した指導》 

副読本（文部科学省作成）を活用し，学校にお

いて児童・生徒の放射線に関する正しい知識を養

う。 

○対象者 

各学校の児童・生徒 

○内容  

 副読本（文部科学省作成）を活用しての放射線に関す

る授業の実施 

県 

市町村

義務教

育課１ 

１ 

高校教

育課１ 
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番

号 

事業名又は取組名 

《事業又は取組の概要》 

事業又は取組の内容 

事業 

主体 

担 当

課・室

実施年度 

H23 

年度 

H24 

年度 

H25 

年度

10 教職員等を対象とした研修会の開催 

《教職員向け研修会の開催》 

  教職員が放射線等に関する正しい知識を身につ

けるための研修会を実施する。 

○開催予定 

年数回程度 

○内容 

放射線に関する有識者からの講義等 

○対象者 

各学校の教職員等 

○平成 23 年度の実績 

・開催日 ６月 28 日，８月 29 日，９月 28 日， 

11 月 15 日 

・場所 宮城大学 等 

・対象者 各学校の養護教諭，保護者等 

県 

スポー

ツ健康

課１１ 

   

11  放射線・放射能広報事業【再掲】 

《自治体職員向け研修会の開催》 

  自治体職員が県民からの相談に充分に対応でき

るよう，放射線等に関する正しい知識を身につけ

るための研修会を実施する。 

○開催予定 

必要に応じ開催 

○内容 

放射線に関する講義等 

○対象者 

自治体職員 

○平成 23 年度の実績（別施策） 

・開催日 平成 23 年９月７日 

・場所   宮城県庁 

・対象者 県職員 

・講師    東北大学大学院  石井教授 

県 

原子力

安全対

策課１ 

   

 

 


